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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
改
正

改

正

後

改

正

前

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

一

高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
（
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を

一

高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

確
保
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
証
す
る
書
類

二
～
九

（
略
）

十

第
九
条
の
二
十
三
及
び
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確

保
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

一

高
度
の
医
療
の
提
供
の
実
績
（
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
の
状
況
を

一

高
度
の
医
療
の
提
供
の
実
績

含
む
。
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

十

第
九
条
の
二
十
三
及
び
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の

確
保
の
状
況
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第
九
条
の
二
十

（
略
）

第
九
条
の
二
十

（
略
）

一

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

ハ

第
九
条
の
二
十
三
及
び
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制

を
確
保
す
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

第
九
条
の
二
十
三

法
第
十
六
条
の
三
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

専
任
の

安
全
管
理
を
行
う
者
を
配
置
す
る
こ
と
。

医
療
に
係
る

二

医
療
に
係
る
安
全
管
理
を
行
う
部
門
を
設
置
す
る
こ
と
。

三

当
該
病
院
内
に
患
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条

削
除

第
十
一
条

病
院
又
は
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療
所
の
管
理
者

は
、
次
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
療
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

医
療
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
委
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

三

医
療
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
職
員
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

四

医
療
機
関
内
に
お
け
る
事
故
報
告
等
の
医
療
に
係
る
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た

改
善
の
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。



- 3 -

第
十
二
条

削
除

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
は
、
過
去
二
年
間
の
従
業
者
数
を

三

病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
は
、
過
去
二
年
間
の
従
業
者
数
を

明
ら
か
に
す
る
帳
簿
、
高
度
の
医
療
の
提
供
の
実
績
、
高
度
の
医
療
技
術
の
開
発

明
ら
か
に
す
る
帳
簿
、
高
度
の
医
療
の
提
供
の
実
績
、
高
度
の
医
療
技
術
の
開
発

及
び
評
価
の
実
績
、
高
度
の
医
療
の
研
修
の
実
績
、
閲
覧
実
績
、
紹
介
患
者
に
対

及
び
評
価
の
実
績
、
高
度
の
医
療
の
研
修
の
実
績
、
閲
覧
実
績
、
紹
介
患
者
に
対

す
る
医
療
提
供
の
実
績
並
び
に
入
院
患
者
、
外
来
患
者
及
び
調
剤
の
数
を
明
ら
か

す
る
医
療
提
供
の
実
績
、
入
院
患
者
、
外
来
患
者
及
び
調
剤
の
数
並
び
に
第
九
条

に
す
る
帳
簿
と
す
る
。

の
二
十
三
及
び
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
の
状

況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
と
す
る
。


